
十和田市民図書館団体利用案内 

１.登録できる団体について 

(1)市内の職場並びに読書会及びその他これに準ずる団体。 

(2)次の要件を満たした団体。 

①所在地が県内にある。 

②共通の目的を持って活動している。 

③５人以上の団体。 

※館長が必要と認めた場合は、すべて満たしていなくても団体登録ができます。 

 

２.団体利用登録申請について 

利用者カード（団体用）作成には、記入者の氏名と住所を確認できるものが必

要です（例：免許証、保険証、マイナンバーカード等）。 

※はじめての登録の場合は団体の会則等も確認させていただきます。 

また、利用者カード（団体用）は、原則として１団体につき１枚を発行します。 

※必要に応じて複数枚（最大３枚）まで発行することができます。 

 

３.更新について 

利用者カード（団体用）は毎年度更新手続きが必要です。更新時期になりまし

たら当館から確認書類を送付します。 

更新期限を過ぎた年の 9月 30日までに更新手続きがされなかった場合、団体

利用登録を停止します。 

 

４.図書資料の利用冊数と利用期間について 

図書資料は原則 30冊以内で 1ヶ月以内の貸出です。大型絵本は 3冊まで貸出

できます（期間延長はできません。）。なお、雑誌や視聴覚資料の貸出はできませ

ん。また、予約はできますが、リクエストはできません。 

※7冊までの貸出の場合は、自動貸出機をご利用ください。 

 

５.損害賠償について 

誤って紛失、汚損、破損、水濡れなどをした場合は、カウンターへお知らせく

ださい。弁償していただく場合がありますが、あらかじめご了承ください。 

※やむを得ない理由があると館長が認めた場合、この限りではありません。 

 

６.利用制限について 

次に掲げるものについては、図書館の利用を制限または禁止することがあり

ます。 

（１）館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの 

（２）虚偽の申請や登録内容に変更があっても手続きのないもの 



 

 

  

区 分 □新規 ・ □変更 ・ □再交付 ・ □更新 

ふりがな  

団 体 名  

代 表 者 

氏 名 

 

 

郵便番号  

代表住所 
市 町 村  

字・番地  

代表電話   

記 入 者  連 絡 先  

 

氏  名 電話番号 住  所 

  

 

□十和田市  □代表住所と同じ 

 

カ
ー
ド
所
持
者 

1 
 

  
□十和田市  □代表住所と同じ  

 

2 
 

  
□十和田市  □代表住所と同じ  

 

3 

 

  
□十和田市  □代表住所と同じ  

 

主
な
活
動
場
所 

施 設 名  対 象 者 
□児童  □親子 

□その他（       ） 

住 所 
□十和田市 

 

電 話 番 号  
カード 

希望枚数 
枚 （最大３枚まで） 

【活動内容（具体的に記入してください）】 

 

 

確 認 欄 1.運転免許証 2.利用者カード 3.ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 4.その他（     ） 

館 長 副 館 長 係 長 課 員 受 付 入 力 交 付 

    
/   /   /   

登録番号         交 付 枚 数 枚 

         交付年月日 年  月  日 

 

以下記入不要 

（様式第２号） 

担
当
者 

申請日   年   月  日 

十和田市民図書館 

団体利用者申請書 

〇図書資料の利用冊数は 30 冊以内。 

〇利用期間は１カ月以内、期間延長は認めない。 

〇大型絵本は３冊以内とする。 

〇雑誌、視聴覚資料の貸出はしない。 



 

 

 

 
団体名  

会員数 
（会員が 5名に満たない場合）対象者数 

計 
児童 学生 一般 

名 名 名 名 名 

会
員
名 

利用者番号 氏 名 備 考 欄 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※団体独自の会員名簿を添付することで会員名部分を代用できます。 

※規約（会則）または活動内容の分かるものを添付してください。 

団体利用登録名 簿 

5 

15 

20 

10 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

こまつ  たろう 

 

 

  

区 分 □新規 ・ □変更 ・ □再交付 ・ □更新 

ふりがな とわだしみんとしょかん 

団 体 名 十和田市民図書館 

代 表 者 

氏 名 
館長 十和田 湖太郎 

郵便番号 034-0081 

代表住所 

市 町 村 □十和田市  ・  □他市町村（       ） 

字・番地 西十三番町 2-18 

代表電話 0176-23-7808  

記 入 者 十和田 駒桜 連 絡 先 0176-23-5111 

 

氏  名 電話番号 住  所 

 

  

□十和田市  □代表住所と同じ 

 

カ
ー
ド
所
持
者 

1 
 

  
□十和田市  □代表住所と同じ  

 

2 

 
 0176- 

24-0301 

□十和田市  □代表住所と同じ  

  

3 

 

  
□十和田市  □代表住所と同じ  

 

主
な
活
動
場
所 

施 設 名 
 

対 象 者 
□児童  □親子 

□その他（       ） 

住 所 
□十和田市 

□（       ） 

電 話 番 号  
カード 

希望枚数 
 枚 （最大３枚まで） 

【活動内容（具体的に記入してください）】 

 

 

 

確 認 欄 1.運転免許証 2.利用者カード 3.ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 4.その他（     ） 

館 長 副 館 長 係 長 課 員 受 付 入 力 交 付 

    
/   /   /   

登録番号         交 付 枚 数 枚 

         交付年月日 年  月  日 

 

以下記入不要 

（様式第２号） 

担
当
者 

申請日   年   月  日 

十和田市民図書館 

団体利用者申請書 

〇図書資料の利用冊数は 30 冊以内。 

〇利用期間は１カ月以内、期間延長は認めない。 

〇大型絵本は３冊以内とする。 

〇雑誌、視聴覚資料の貸出はしない。 

十和田市民図書館 

例）読み聞かせのため、隔週木曜日に活動しています。 

2 0176-23-7808 

六戸町大字犬落瀬字前谷地 61 駒松 太郎 

事務局 

同上 同上 

西十三番町 2-18 



 

 

 

 
団体名 

 

会員数 
（会員が 5名に満たない場合）対象者数 

計 
児童 学生 一般 

名 名 名 名 名 

会
員
名 

利用者番号 氏 名 備 考 欄 

0456789 十和田 駒桜   

0456790 駒松 太郎   

0456791 奥瀬 次郎   

  相坂 花子   

045793 高清水 桜子   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※団体独自の会員名簿を添付することで会員名部分を代用できます。 

※規約（会則）または活動内容の分かるものを添付してください。 

団体利用登録名 簿 

5 

15 

20 

10 

十和田市民図書館 

5 5 


